
は
じ
め
に

二
〇
一
一
年
を
象
徴
す
る
出
来
事
の
ひ
と
つ
に
、
ウ
ォ
ー
ル
街
占
拠
運
動

が
あ
る
。「
我
々
こ
そ
が
九
九
％
だ
。」
と
い
う
若
者
た
ち
の
怒
り
は
格
差
社
会

を
批
判
す
る
も
の
だ
が
、
学
生
ロ
ー
ン
を
抱
え
非
正
規
の
短
期
就
労
し
か
望

め
な
い
日
々
の
現
実
が
背
景
に
あ
る
。
日
本
で
も
同
様
に
若
者
を
取
り
巻
く

雇
用
環
境
は
厳
し
い
。
現
役
世
代
が
高
齢
者
に
拠
出
す
る
賦
課
方
式
の
福
祉

制
度
で
は
「
就
労
」
が
決
定
的
に
重
要
だ
が
、
拠
出
す
る
側
の
世
代
が
非
正

規
雇
用
あ
る
い
は
生
活
保
護
申
請
者
と
な
り
制
度
そ
の
も
の
が
瓦
解
す
る
可

能
性
も
高
い
。
就
労
促
進
、
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
、
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

雇
用
を
柱
と
す
る
福
祉
政
策
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
も
当
然
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ィ
ア
は
一
九
九
七
年
ブ
レ
ア
政
権
誕
生
を
契
機
に
、

戦
後
期
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
と
は
異
な
る
「
第
三
の
道
」、「
社
会
的

投
資
国
家
」、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
な
ど
の
表
現
で
脚
光
を
浴
び
て

き
た
。
し
か
し
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
を
重
視
す
る
社
会
政
策
は
、
制
度
趣
旨
こ
そ

対
照
的
だ
が
戦
後
期
の
ア
メ
リ
カ
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な

経
験
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
を
め
ぐ
る
多
く
の
逆

説
と
思
わ
ざ
る
帰
結
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
。

第
一
章
で
は
一
九
七
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
の
共
和
党
政
権
で
試
み
ら
れ
た
就

労
促
進
型
福
祉
が
、
民
主
党
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
へ
と
連
な
っ
て
ゆ
く
経
過
を

探
る
。
医
療
保
険
を
め
ぐ
る
国
民
皆
保
険
の
欠
如
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
は
市
場

依
存
型
の
自
由
主
義
的
福
祉
国
家
ど
こ
ろ
か
福
祉
国
家
の
成
立
す
ら
疑
問
視

さ
れ
う
る
が
、
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
に
関
し
て
は
き
わ
め
て
先
駆
的
な
試
み
を
経

験
し
て
い
る
。
未
完
の
制
度
形
成
と
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
の
実
験
が
も
た
ら
す
逆

説
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

第
二
章
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
事
例
と
し
て
就
労
促
進
を
め
ぐ
る
政
策
軸
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の
変
容
を
探
る
。
戦
後
期
に
積
極
的
労
働
市
場
政
策
を
成
功
さ
せ
、
長
期
安

定
政
権
を
築
い
て
き
た
社
民
党
が
、
近
年
は
「
雇
用
な
き
成
長
の
罠
」
で
苦

悩
し
て
い
る
。
逆
に
保
守
党
は
、
戦
後
社
民
党
の
再
評
価
を
通
じ
て
現
在
の

社
民
党
を
批
判
し
、
若
者
の
就
労
支
援
を
政
策
に
掲
げ
る
こ
と
で
、
二
〇
〇

六
年
、
二
〇
一
〇
年
と
保
守
・
中
道
連
立
政
権
を
樹
立
し
て
い
る
。
政
治
経

済
の
変
容
が
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
容
に
ま
で
波
及
す
る
経
緯
を
、
就
労
促
進

を
め
ぐ
る
逆
説
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
る
。

第
一
章
未
完
の
制
度
形
成
と
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
を
論
ず
る
際
に
は
、
そ
の
対
象
と
文

脈
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
近
年
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア
が
標

準
的
勤
労
者
、
あ
る
い
は
標
準
的
若
者
世
代
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
に
対

し
、
ア
メ
リ
カ
の
就
労
促
進
政
策
は
、
社
会
的
扶
助
の
受
益
者
と
の
関
連
で

展
開
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。「
未
完
に
終
わ
っ
た
制
度
形
成
」「
拠
出
者
と

受
益
者
の
不
一
致
」
な
ど
福
祉
レ
ジ
ー
ム
の
特
徴
が
背
景
に
あ
る
。

　
（
１
）

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
福
祉
国
家
形
成
の
起
源
は
、
一
九
三
五
年
の
社
会
保

障
法
と
み
な
す
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
一
九
三
二
年
の
シ
カ
ゴ
党
大
会
で

民
主
党
の
綱
領
に
失
業
保
険
や
老
齢
年
金
が
明
記
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル

期
の
高
揚
を
受
け
て
一
九
三
四
年
に
は
大
統
領
経
済
保
障
委
員
会
が
設
立
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
労
働
長
官
フ
ラ
ン
シ
ス
・
パ
ー
キ
ン
ス
、
次
官
補
ア
ー

サ
ー
・
ア
ル
ト
マ
イ
ヤ
ー
、
専
務
理
事
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ら
を
中
心

に
失
業
保
険
、
老
齢
年
金
、
各
種
の
社
会
扶
助
な
ど
が
検
討
さ
れ
、
一
九
三

五
年
一
月
一
七
日
に
社
会
保
障
法
案
を
議
会
に
提
出
、
四
月
一
九
日
に
下
院
、

六
月
一
九
日
に
上
院
で
可
決
さ
れ
、
八
月
一
四
日
に
成
立
を
み
た
。
こ
の
法

案
に
示
さ
れ
た
Ａ
Ｄ
Ｃ
（
要
扶
養
児
童
扶
助
）
こ
そ
が
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ

社
会
政
策
形
成
史
に
お
い
て
一
大
争
点
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
（
２
）

（
１
）
社
会
扶
助
と
就
労
忌
避

社
会
扶
助
と
し
て
の
Ａ
Ｄ
Ｃ
に
は
厳
格
な
倫
理
基
準
が
存
在
し
、「
誰
が
救

済
に
値
す
る
か
」
を
重
視
す
る
制
度
と
し
て
発
足
し
た
。
戦
没
で
残
さ
れ
た

未
亡
人
と
そ
の
子
供
な
ど
、
道
義
的
に
理
由
の
あ
る
人
々
が
対
象
と
な
り
、

逆
に
内
縁
の
妻
や
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
母
子
家
庭
な
ど
は
適
格
家
庭
審
査
に

よ
っ
て
対
象
外
と
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
一
九
三
〇
年
代
の
制
度
趣
旨
は
一
九
六
〇
年
代
の
変
革
の
中
で

改
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
一
九
六
二
年
に
Ａ
Ｄ
Ｃ
は
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
（
要
扶
養
児
童
家

庭
扶
助
）
に
刷
新
さ
れ
、
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
、
適
格
家
庭
審

査
は
違
憲
と
さ
れ
、
貧
困
た
だ
そ
れ
の
み
で
要
扶
助
児
童
を
抱
え
る
貧
困
家

庭
に
対
し
、
地
方
政
府
は
救
済
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
受
給
者
は

一
九
六
二
年
か
ら
七
二
年
に
か
け
て
急
増
し
、
二
九
九
％
増
加
、
一
一
〇
〇

万
人
と
な
っ
た
。
同
時
に
母
子
家
庭
の
潜
在
的
受
給
比
率
も
九
一
％
ま
で
上

昇
し
た
。

他
方
、
こ
う
し
た
政
策
刷
新
の
成
果
は
思
わ
ぬ
歪
み
を
生
む
こ
と
に
も
な

る
。
福
祉
支
出
の
飛
躍
的
急
増
の
み
な
ら
ず
、
受
給
者
の
就
労
忌
避
が
問
題
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と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
リ
ン
ド
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
も
と
で
展
開
さ
れ
た

「
偉
大
な
社
会
」
は
貧
困
層
む
け
の
医
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
」
を

提
供
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
一
定
の
所
得
を
得
る

と
停
止
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
社
会
扶
助
に
し
が
み
つ
き
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
を

享
受
す
る
母
子
家
庭
が
就
労
忌
避
す
る
自
体
が
続
出
し
た
。
周
知
の
よ
う
に

ア
メ
リ
カ
に
は
医
療
を
め
ぐ
る
公
的
皆
保
険
は
存
在
し
な
い
。（
オ
バ
マ
改
革

も
二
〇
一
四
年
以
降
の
施
行
で
あ
る
た
め
、
選
挙
結
果
に
よ
っ
て
は
改
革
が

白
紙
に
戻
る
可
能
性
も
あ
り
、
ま
た
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
実
現
し
て
い

な
い
。）
高
額
の
自
己
負
担
で
民
間
保
険
に
加
入
す
る
か
、
大
企
業
の
労
使
関

係
を
通
じ
て
企
業
負
担
の
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
享
受
す
る
し
か
な

い
。
全
人
口
の
一
五
％
、
四
七
〇
〇
万
人
に
及
ぶ
無
保
険
者
が
存
在
し
、
中

小
企
業
・
自
営
業
を
中
心
に
無
保
険
の
納
税
者
が
見
返
り
も
な
く
、
メ
デ
ィ

ケ
ア
を
享
受
す
る
母
子
家
庭
の
た
め
に
税
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し

た
「
拠
出
者
と
受
益
者
の
不
一
致
」
は
誰
が
拠
出
者
で
誰
が
受
益
者
で
あ
る

の
か
を
可
視
的
に
し
て
し
ま
う
た
め
、「
勤
労
の
倫
理
に
反
す
る
」「
財
政
支
出

の
拡
大
を
招
く
」
と
い
っ
た
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
へ
の
不
満
が
噴
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
文
脈
を
受
け
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
着
手
し
た
の
が
、
Ｆ
Ａ
Ｐ
（
公

的
扶
助
を
抜
本
改
革
す
る
家
族
扶
助
プ
ラ
ン
）
で
あ
る
。
ニ
ク
ソ
ン
は
、
収

入
に
よ
る
給
付
減
額
の
比
率
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
対
象
者
を
母
子
家
庭

か
ら
児
童
扶
養
家
族
全
般
へ
と
拡
大
し
、
さ
ら
に
受
給
者
の
就
労
促
進
を
図

っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
の
就
労
促
進
政
策
は
議
会
の
多
数
を
占
め
る
民
主
党
か
ら

も
支
持
を
受
け
、
一
九
七
〇
年
三
月
に
下
院
の
歳
入
委
員
会
を
二
一
―
三
で

通
過
し
、
同
年
四
月
に
下
院
議
会
で
二
四
三
―
一
五
五
の
大
差
を
も
っ
て
可

決
さ
れ
た
。
し
か
し
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
選
出
の
上
院
財
政
委
員
長
ロ
ン
グ
な
ど

南
部
保
守
派
の
強
烈
な
反
対
に
よ
り
、
上
院
財
政
委
員
会
で
否
決
さ
れ
廃
案

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
（
３
）

南
部
保
守
派
は
「
ノ
ッ
チ
問
題
」
が
解
決
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
反
対
の

理
由
と
し
た
。
ノ
ッ
チ
問
題
と
は
「
あ
る
所
得
水
準
に
達
す
る
と
現
金
お
よ

び
現
物
給
付
の
受
給
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
で
給
付
込
み
の
所
得
が
激
減
す

る
こ
と
」
で
あ
る
。
現
金
給
付
の
み
の
減
額
率
緩
和
で
は
就
労
促
進
効
果
が

あ
る
と
さ
れ
た
Ｆ
Ａ
Ｐ
も
、
フ
ー
ド
ス
タ
ン
プ
や
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
利
益
を

計
算
す
る
と
、
シ
カ
ゴ
市
で
五
三
六
二
ド
ル
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
六
二
七

九
ド
ル
の
所
得
が
発
生
し
た
時
点
で
就
労
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
失
わ
れ
る
と

試
算
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
は
社
会
扶
助
を
め
ぐ
る
地
域
格
差
も
深

刻
な
問
題
と
さ
れ
た
。
一
九
六
三
年
に
オ
ー
シ
ャ
ン
ス
キ
ー
が
設
定
し
た
生

存
の
た
め
の
「
貧
困
ラ
イ
ン
」
に
比
し
て
、
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
州
の
受
給
者

は
一
〇
一
％
を
得
て
い
た
が
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
で
は
一
七
％
に
と
ど
ま
る
な

ど
、
州
ご
と
の
裁
量
と
格
差
は
際
立
っ
て
い
た
。
連
邦
管
掌
の
普
遍
的
な
Ｆ

Ａ
Ｐ
が
導
入
さ
れ
る
と
、
シ
ェ
ア
・
ク
ロ
ッ
パ
ー
な
ど
の
下
部
労
働
市
場
に

依
存
し
た
南
部
経
済
が
崩
壊
す
る
懸
念
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ノ
ッ
チ
問
題

の
解
決
に
は
税
額
控
除
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
う
し
た
政
策
は
レ

ー
ガ
ン
期
に
Ｅ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
の
形
で
模
索
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
（
４
）
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（
２
）
地
下
水
脈
と
し
て
の
実
験
的
プ
ロ
グ
ラ
ム

レ
ー
ガ
ン
期
に
展
開
さ
れ
た
就
労
促
進
へ
の
社
会
政
策
は
、
①
勤
労
所
得

税
額
控
除
②
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
へ
の
支
出
削
減
③
ウ
ェ
ー
バ
ー
条
項
に
依
拠
し
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

勤
労
所
得
税
額
控
除
（
Ｅ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
）
は
ノ
ッ
チ
問
題
へ
の
対
応
か
ら
す
で

に
一
九
七
五
年
に
導
入
さ
れ
て
い
た
が
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
下
で
拡
大
さ
れ

た
。
こ
の
制
度
は
通
常
の
所
得
控
除
と
は
こ
と
な
り
、
徴
収
す
る
税
額
か
ら

一
定
額
を
控
除
し
、
そ
の
ラ
イ
ン
を
下
回
る
低
所
得
層
に
は
差
額
を
現
金
給

付
す
る
政
策
で
あ
る
。
自
己
所
得
の
増
額
に
応
じ
て
控
除
額
も
増
大
し
一
定

額
に
達
す
る
ま
で
は
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
近
年
の
施
行
状
況
で

は
子
供
二
人
世
帯
で
最
高
年
額
五
〇
二
八
ド
ル
ま
で
給
付
が
行
わ
れ
る
。）
就

労
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
給
付
つ
き
税
控
除
で
促
進
す
る
狙
い
で
あ
る
。

　
（
５
）

こ
れ
と
は
対
照
的
に
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
で
は
受
給
者
の
厳
格
化
に
よ
る
支
出
削
減

が
模
索
さ
れ
た
。
一
九
八
一
年
の
改
正
に
よ
り
、
対
象
者
の
資
産
上
限
を
一

〇
〇
〇
ド
ル
に
引
き
下
げ
、
所
得
上
限
も
州
政
府
が
最
低
生
計
費
を
見
積
も

っ
て
設
定
し
た
ニ
ー
ド
基
準
の
一
五
〇
％
と
厳
格
化
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
就

労
し
て
い
る
受
給
者
が
制
度
か
ら
締
め
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
関

連
支
出
は
削
減
さ
れ
た
も
の
の
、
貧
困
率
は
上
昇
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
八

一
年
改
正
で
四
〇
万
八
〇
〇
〇
家
族
が
受
給
資
格
を
喪
失
し
、
多
く
の
受
給

者
も
給
付
額
を
減
額
さ
れ
た
。
受
給
者
の
自
立
を
無
視
し
、
就
労
し
て
い
る

受
給
者
を
制
度
か
ら
締
め
出
す
こ
と
で
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ー
ア
を
増
加
さ
せ
、

ア
メ
リ
カ
の
貧
困
率
は
一
九
八
〇
年
の
一
三
・
〇
％
か
ら
一
九
八
三
年
に
は

一
五
・
三
％
へ
と
悪
化
し
た
。

　
（
６
）

レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で
の
第
三
の
就
労
促
進
策
は
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
条
項
」
の

活
用
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
条
項
と
は
「
連
邦
政
府
が
特
定
目
的
の
定
率
補

助
金
を
交
付
す
る
際
に
課
す
規
定
を
保
険
教
育
福
祉
省
長
官
の
承
認
に
も
と

づ
き
、
放
棄
す
る
制
度
」
を
意
味
す
る
。
端
的
に
は
就
労
促
進
の
た
め
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
州
政
府
の
自
主
裁
量
に
委
ね
る
し
く
み
で
あ
る
。
一
九
六
二

年
の
制
度
発
足
後
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
下
で
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
知
事
レ
ー

ガ
ン
も
一
九
七
二
年
に
労
働
経
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
試
み
る
な
ど
先
駆
的
実
験

が
み
ら
れ
た
も
の
の
、
成
果
を
挙
げ
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
レ
ー
ガ

ン
大
統
領
は
既
存
の
ワ
ー
ク
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
Ｗ
Ｉ
Ｎ
デ
モ

ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
へ
と
発
展
さ
せ
、
各
州
の
裁
量
を
大
幅
に
拡
大
し
た
の

で
あ
る
。
一
九
八
三
年
に
は
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
知
事
ク
リ
ン
ト
ン
が
こ
の
制

度
を
活
用
し
、
成
功
を
収
め
て
い
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
知
事
は
、
受
給
者
と
地

方
政
府
の
間
に
拘
束
力
の
あ
る
契
約
を
結
び
、
各
々
の
権
利
と
義
務
を
明
記

し
た
上
で
、
受
給
者
に
は
給
付
金
と
引
き
換
え
に
自
立
に
向
け
た
努
力
を
、

州
政
府
に
は
職
業
訓
練
・
保
育
・
就
労
斡
旋
を
確
約
さ
せ
る
な
ど
斬
新
な
試

み
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
経
験
が
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
下
で
の
九
六
年
改
革
に

連
な
る
地
下
水
脈
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
（
７
）

レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
う
る
だ
ろ

う
か
。
勤
労
所
得
者
税
額
控
除
は
制
度
趣
旨
こ
そ
正
当
で
あ
っ
た
が
こ
の
時

期
成
果
を
あ
げ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
改
革
は
低
所
得
の
受
給

者
を
制
度
か
ら
締
め
出
し
貧
困
率
を
悪
化
さ
せ
る
だ
け
の
結
果
に
終
わ
っ
た
。
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他
方
ウ
ェ
ー
バ
ー
条
項
の
活
用
に
よ
る
州
政
府
の
実
験
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

や
が
て
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
下
で
試
み
ら
れ
る
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
廃
止
と
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｆ
導

入
に
連
な
る
地
下
水
脈
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
３
）
未
完
の
制
度
形
成
と
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
の
逆
説
　

公
民
権
法
制
定
を
め
ぐ
り
、
南
部
民
主
党
が
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
連
合
か
ら

離
脱
し
て
以
来
、
民
主
党
候
補
は
大
統
領
選
で
南
部
の
代
議
員
を
獲
得
す
る

こ
と
が
困
難
と
な
り
、
ジ
ミ
ー
カ
ー
タ
ー
を
例
外
と
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス

は
共
和
党
、
議
会
は
民
主
党
と
い
う
分
割
政
府
時
代
が
続
い
た
。
ク
リ
ン
ト

ン
政
権
は
久
々
に
実
現
し
た
「
統
一
政
府
」
で
あ
り
、
民
主
党
の
宿
願
で
も

あ
っ
た
国
民
皆
保
険
の
実
現
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に

失
敗
し
、
一
九
九
四
年
の
中
間
選
挙
で
は
歴
史
的
惨
敗
を
喫
す
る
こ
と
に
な

る
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
政
策
は
共
和
党
議
会
の
も
と
、
新

た
な
分
割
政
府
の
状
況
下
で
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ク
リ
ン
ト
ン
の
福
祉
改
革
は
「
い
ま
あ
る
よ
う
な
福
祉
の
終
焉
」
と
し
て

政
治
的
に
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ
福
祉
国
家
の
内
実
と

結
び
つ
い
た
多
様
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
義
的
に
は
「
未
完
の

制
度
形
成
」
に
終
わ
っ
た
医
療
を
め
ぐ
る
皆
保
険
の
実
現
、
第
二
に
は
「
拠

出
者
と
受
益
者
の
不
一
致
」
に
よ
る
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
へ
の
不
信
感
解
消
で
あ
る
。

ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
な
る
概
念
は
、
多
く
の
先
進
国
で
は
九
〇
年
代
以
降
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
語
ら
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
も
と
で
の
競
争
力
強

化
・
人
材
育
成
、
あ
る
い
は
少
子
高
齢
化
・
若
者
の
不
安
定
雇
用
な
ど
「
新

し
い
社
会
的
リ
ス
ク
」
へ
の
対
応
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ

の
場
合
、
皆
保
険
の
欠
如
や
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
へ
の
不
信
感
と
結
び
つ
い
た
特
異
な

背
景
と
文
脈
の
下
で
争
点
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
公
的
皆
保
険
の
な
い

ア
メ
リ
カ
で
は
高
齢
者
や
貧
困
層
に
の
み
メ
デ
ィ
ケ
ア
・
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
が

提
供
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
国
民
は
自
己
負
担
で
民
間
保
険
に
加
入
す
る
か
、

大
企
業
の
労
使
関
係
を
通
じ
て
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
獲
得
し
、
団

体
加
入
す
る
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
自
営
業
者
や
中
小
企
業
を
中
心
に
一

五
％
、
四
七
〇
〇
万
人
の
無
保
険
者
が
存
在
す
る
。
他
方
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
な
ど
の

社
会
扶
助
に
す
が
る
貧
困
層
は
わ
ず
か
な
所
得
を
得
て
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
受

給
資
格
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
る
こ
と
に
な
る
。
就
労
忌
避
と
ゆ
が
ん
だ
医
療

制
度
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
結
果
的
に
一

五
％
の
無
保
険
者
が
税
負
担
の
「
拠
出
者
」
と
な
り
、
五
％
の
貧
困
層
が
現

金
給
付
と
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
「
受
益
者
」
と
な
る
こ
と
で
、
制
度
へ
の
ロ
イ

ヤ
リ
テ
ィ
は
き
わ
め
て
低
い
も
の
と
な
る
。

ク
リ
ン
ト
ン
は
ま
ず
皆
保
険
の
実
現
を
試
み
た
が
、
彼
の
政
策
は
中
小
企

業
や
自
営
業
者
か
ら
支
持
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
民
主
党
に
は
リ
ベ
ラ

ル
派
の
「
シ
ン
グ
ル
ペ
イ
ヤ
ー
案
」（
税
方
式
・
政
府
一
元
管
理
）、
ニ
ュ
ー
デ

モ
ク
ラ
ッ
ツ
の
「
保
険
市
場
競
争
促
進
案
」
な
ど
が
存
在
し
た
が
、
ク
リ
ン

ト
ン
は
中
小
企
業
に
も
従
業
員
の
保
険
加
入
を
義
務
づ
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を

取
り
、
逆
に
保
険
料
負
担
を
嫌
う
全
米
自
営
業
者
連
合
か
ら
強
烈
な
反
発
を

招
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
六
〇
〇
万
の
中
小
企
業
関
係
者
か
ら
な
る
全

米
自
営
業
者
連
合
は
委
員
会
レ
ベ
ル
で
審
議
に
か
か
わ
る
議
員
を
狙
い
撃
ち
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に
し
、
出
身
地
盤
の
中
小
企
業
を
媒
介
し
て
圧
力
を
行
使
し
、「
草
の
根
保
守

の
覚
醒
」
と
呼
ば
れ
る
民
主
党
歴
史
的
大
敗
の
原
動
力
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

他
方
Ａ
Ｆ
Ｌ
―

Ｃ
Ｏ
に
代
表
さ
れ
る
労
働
組
合
は
自
分
た
ち
が
す
で
に
フ
リ
ン

ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
Ｎ
Ａ
Ｆ

Ｔ
Ａ
が
組
合
員
の
雇
用
を
奪
う
と
懸
念
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
行
動

し
な
か
っ
た
。
本
来
選
挙
に
有
利
な
は
ず
の
福
祉
国
家
形
成
の
政
治
で
、
ク

リ
ン
ト
ン
は
中
間
選
挙
に
敗
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
８
）

皮
肉
な
こ
と
に
「
い
ま
あ
る
よ
う
な
福
祉
の
終
焉
」
が
実
現
し
た
の
は
、

共
和
党
が
多
数
を
占
め
る
議
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
新
人
議
員
七
三
人
の

当
選
も
含
め
、
下
院
共
和
党
は
一
七
六
議
席
か
ら
二
三
〇
議
席
へ
と
躍
進
し
、

他
方
民
主
党
は
二
五
八
議
席
か
ら
二
〇
四
議
席
へ
と
転
落
し
た
。
要
扶
養
児

童
家
庭
扶
助
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
を
要
保
護
暫
定
援
助
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｆ
へ
と
改
革
し
た
の
も

ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
下
院
議
長
を
中
心
と
す
る
「
ア
メ
リ
カ
と
の
契
約
」
に
依
拠

し
て
共
和
党
が
提
出
し
た
法
案
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
法
案
は
ウ
ェ
ー
バ
ー

条
項
を
駆
使
し
て
八
三
年
の
州
知
事
時
代
に
ク
リ
ン
ト
ン
が
就
労
促
進
プ
ロ

グ
ラ
ム
と
し
て
実
行
し
た
政
策
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
９
）

そ
の
内
容
は
①
義
務
的
経
費
で
あ
っ
た
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
を
契
約
に
も
と
づ
く
一

時
的
補
助
金
へ
と
転
換
、
②
給
付
は
生
涯
で
総
計
五
年
、
一
時
期
に
は
二
年

ま
で
の
暫
定
措
置
、
③
就
労
意
思
を
示
し
、
職
業
訓
練
へ
の
参
加
を
義
務
づ

け
、
こ
れ
を
放
棄
し
た
も
の
に
は
給
付
を
停
止
、
な
ど
で
あ
る
。
懲
罰
的
内

容
も
含
め
た
就
労
促
進
へ
の
転
換
、
無
期
限
の
社
会
扶
助
廃
止
を
意
味
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
改
革
は
中
間
層
か
ら
の
支
持
を
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、

九
六
年
の
大
統
領
選
で
ク
リ
ン
ト
ン
は
ド
ー
ル
を
三
七
九
対
一
五
九
の
大
差

で
破
り
再
選
を
果
た
す
。
福
祉
の
削
減
は
本
来
選
挙
に
不
利
に
働
く
は
ず
だ

が
、「
拠
出
者
と
受
益
者
が
一
致
し
な
い
社
会
扶
助
」
を
廃
止
す
る
こ
と
は
逆

に
拠
出
者
か
ら
支
持
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う（

10
）

。
ク
リ
ン
ト
ン

は
福
祉
支
出
を
五
四
一
億
ド
ル
削
減
し
、
就
任
前
に
二
〇
〇
〇
億
ド
ル
の
赤

字
を
抱
え
て
い
た
財
政
を
八
年
間
で
二
三
〇
〇
億
ド
ル
の
黒
字
に
ま
で
再
建

し
た
。
福
祉
を
社
会
扶
助
と
同
義
と
み
な
し
、
制
度
へ
の
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
が

低
い
環
境
の
下
で
は
、
拠
出
者
と
受
益
者
が
一
致
す
る
福
祉
レ
ジ
ー
ム
と
は

異
な
っ
た
政
治
力
学
が
作
用
す
る
と
い
え
よ
う
。
福
祉
削
減
と
財
政
再
建
は
、

通
説
的
福
祉
政
治
の
理
論
と
は
対
照
的
に
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
中
間
層

の
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
の
有
効
な
政
策
な
の
で
あ
る
。

第
二
章
「
雇
用
な
き
成
長
の
罠
」
と
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン

就
労
促
進
と
福
祉
を
結
び
つ
け
政
治
経
済
体
制
と
し
て
成
功
を
収
め
て
き

た
典
型
例
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
戦
後
期
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

は
積
極
的
労
働
市
場
政
策
を
軸
に
、
木
材
や
パ
ル
プ
な
ど
の
斜
陽
産
業
か
ら

鉄
鋼
・
自
動
車
な
ど
競
争
力
あ
る
産
業
へ
と
労
働
力
を
移
動
さ
せ
、
産
業
構

造
の
高
度
化
を
図
っ
て
き
た
。
ま
た
同
一
労
働
同
一
賃
金
政
策
に
耐
え
切
れ

な
い
収
益
性
の
な
い
企
業
を
あ
え
て
淘
汰
す
る
こ
と
で
強
い
企
業
へ
の
労
働

力
移
動
を
実
現
し
て
き
た
。
職
業
訓
練
を
受
け
た
優
秀
な
労
働
力
が
強
い
企
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業
・
強
い
産
業
を
担
い
、
失
業
給
付
や
社
会
扶
助
の
コ
ス
ト
は
発
生
し
な
い

と
い
う
好
循
環
で
あ
る
。
こ
う
し
た
枠
組
み
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
綻
び
を

見
せ
始
め
、
す
で
に
八
〇
年
代
に
は
公
共
部
門
の
肥
大
化
に
よ
っ
て
雇
用
を

吸
収
す
る
状
況
を
生
ん
で
い
た
が
、
近
年
で
は
積
極
的
労
働
市
場
政
策
の
機

能
不
全
が
問
題
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
戦
後
長
期
政
権
を
担
っ
た
社
民
党
の

政
策
は
も
は
や
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
保
守
の
側
か
ら
展
開
さ
れ
、

二
〇
〇
六
年
総
選
挙
以
来
二
度
に
わ
た
っ
て
「
若
者
の
就
労
促
進
」
を
掲
げ

た
保
守
連
立
政
権
が
勝
利
し
、
政
権
を
担
っ
て
い
る
。
第
二
章
で
は
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
社
民
の
政
策
が
成
功
ゆ
え
に
「
雇
用
な
き
成
長
の
罠
」
に
陥
り
、
逆

に
保
守
政
党
が
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
を
掲
げ
て
政
権
を
奪
取
す
る
と
い
う
逆
説
を

分
析
す
る
。

（
１
）
レ
ー
ン
・
メ
イ
ド
ナ
ー
・
モ
デ
ル
と
社
民
長
期
政
権

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
就
労
促
進
政
策
は
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
、

能
力
開
発
や
社
会
参
加
と
密
接
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
就
労
忌
避
へ

の
懲
罰
を
含
む
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
と
は
制
度
趣
旨
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
そ
し

て
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
積
極
的
労
働
市
場
政
策

が
政
治
経
済
秩
序
の
中
心
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
さ
れ
る

（
11
）。

周
知
の
よ
う
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
民
は
一
九
三
二
年
か
ら
七
六
年
に
い
た

る
長
期
政
権
を
維
持
し
た
。
一
九
五
一
年
以
降
は
独
自
の
レ
ー
ン
・
メ
イ
ド

ナ
ー
・
モ
デ
ル
を
展
開
し
、
べ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ン
と
も
ケ
イ
ン
ズ
主
義

と
も
異
な
る
政
策
体
系
が
成
功
の
秘
訣
と
さ
れ
た
。
イ
エ
ス
タ
・
レ
ー
ン
に

よ
れ
ば
、
べ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ン
は
、
産
業
社
会
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を

想
定
し
、
典
型
的
リ
ス
ク
を
抽
出
し
、
こ
れ
に
社
会
保
険
で
対
応
す
る
「
殻

の
保
障
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
積
極
的
労
働
市
場
政
策
は
「
翼
の
保
障
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。「
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま
で
」
と
呼
ば
れ
る
殻
の
保
障
に

対
し
、
企
業
・
産
業
・
労
働
市
場
を
交
錯
し
て
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス
を
向
上
さ

せ
る
柔
軟
な
機
会
（
＝
翼
）
が
与
え
ら
れ
る

（
12
）。

木
材
・
パ
ル
プ
と
い
っ
た
老
朽
化
し
た
産
業
部
門
の
労
働
力
を
職
業
訓
練

に
よ
っ
て
、
鉄
鋼
や
自
動
車
産
業
に
移
動
さ
せ
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
原
則

に
耐
え
ら
れ
な
い
零
細
企
業
は
淘
汰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
競
争
力
あ
る
企
業

へ
の
人
の
移
動
を
促
す
。
強
い
産
業
・
強
い
企
業
・
強
い
労
働
者
に
よ
り
形

成
さ
れ
る
社
会
に
は
、
弱
者
へ
の
社
会
扶
助
や
失
業
手
当
は
発
生
し
な
い
と

い
う
論
理
で
あ
る
。
斜
陽
産
業
や
経
営
の
好
ま
し
く
な
い
企
業
は
敢
え
て
淘

汰
す
る
た
め
、
需
要
を
喚
起
す
る
ケ
イ
ン
ズ
主
義
や
補
助
金
は
回
避
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
レ
ー
ン
・
メ
イ
ド
ナ
ー
・
モ
デ
ル
は
反
ケ
イ
ン
ズ
主
義
を
基

本
と
す
る
供
給
サ
イ
ド
中
心
の
政
策
体
系
で
あ
る

（
13
）。

長
期
政
権
が
安
定
し
た
理
由
と
し
て
は
、
マ
ク
ロ
・
モ
デ
ル
の
成
功
に
加

え
て
、
政
治
的
多
数
派
形
成
が
維
持
で
き
た
こ
と
も
大
き
い
。
一
九
三
〇
年

代
か
ら
五
七
年
ま
で
は
「
赤
と
緑
の
連
合
」
を
維
持
し
、
五
七
年
に
は
付
加

年
金
論
争
、
雇
用
庁
改
革
な
ど
を
通
じ
て
新
中
間
層
と
の
連
携
が
強
化
さ
れ

た
。
通
説
に
反
し
て
、
逆
進
的
税
制
や
所
得
比
例
部
分
の
大
き
い
年
金
制
度

が
中
間
層
を
つ
な
ぎ
と
め
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
て
お
り
、
社
会
扶
助

の
受
給
者
や
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
を
生
み
出
さ
な
い
こ
と
で
累
進
課
税
や
所
得
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再
分
配
が
行
わ
れ
な
く
と
も
公
正
感
が
保
た
れ
る
仕
組
み
と
い
え
る
。

ア
メ
リ
カ
で
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
左
派
が
赤
と
緑
の
連
合
に
挫
折
し
、
未
完

の
制
度
形
成
の
代
償
と
し
て
社
会
扶
助
受
給
者
の
就
労
忌
避
が
問
題
と
さ
れ

た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る

（
14
）。

戦
後
期
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
反
ケ
イ
ン
ズ
主
義
・
べ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
プ
ラ

ン
と
異
な
る
社
会
保
障
体
系
の
下
で
経
済
成
長
率
四
％
、
失
業
率
二
％
と
い

う
良
好
な
経
済
実
績
と
社
民
党
長
期
安
定
政
権
を
謳
歌
し
て
い
た
。
そ
の
基

本
が
積
極
的
労
働
市
場
政
策
・
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う

（
15
）。

（
２
）
成
功
ゆ
え
の
危
機
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
の
解
体

レ
ー
ン
・
メ
ー
ド
ナ
ー
・
モ
デ
ル
は
「
翼
の
保
障
」
と
い
う
側
面
ば
か
り

で
な
く
、
産
業
構
造
の
高
度
化
を
目
標
と
す
る
政
策
体
系
だ
が
、
こ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
は
不
可
避
的
に
成
功
ゆ
え
に
危
機
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
製
造

業
の
高
度
化
は
省
力
化
、
資
本
集
約
的
設
備
投
資
を
促
す
こ
と
に
な
り
、
技

能
の
向
上
し
た
労
働
力
の
受
け
皿
が
シ
ュ
リ
ン
ク
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。
マ
グ
ナ
ス
・
ヘ
ン
リ
ク
ソ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
後

半
に
は
す
で
に
公
共
部
門
の
雇
用
が
製
造
業
の
雇
用
を
追
い
抜
き
、
滞
留
し

た
労
働
力
を
公
共
部
門
が
吸
収
し
肥
大
化
す
る
構
造
が
顕
在
化
す
る

（
16
）。

他
方
七
六
年
か
ら
八
二
年
に
か
け
て
二
度
に
わ
た
っ
て
政
権
を
担
当
し
た

保
守
・
中
道
連
立
政
権
は
、
弱
体
化
し
た
企
業
へ
の
在
庫
積
み
増
し
補
助
金

や
ケ
イ
ン
ズ
主
義
に
よ
る
需
要
喚
起
な
ど
、
戦
後
社
民
政
権
が
封
印
し
て
き

た
政
策
を
実
行
し
、
マ
ク
ロ
的
整
合
性
は
混
乱
を
極
め
た
。

八
二
年
に
社
民
党
は
政
権
を
奪
還
す
る
も
の
の
、
九
一
年
ま
で
の
間
に
展

開
さ
れ
た
政
策
は
、
企
業
の
収
益
回
復
、
金
融
自
由
化
、
通
貨
ク
ロ
ー
ネ
の

一
六
％
切
り
下
げ
な
ど
「
競
争
力
回
復
」
に
主
眼
を
置
く
も
の
だ
っ
た
。
一

九
三
八
年
の
サ
ル
ト
シ
ェ
バ
ー
デ
ン
協
定
以
来
続
い
た
中
央
交
渉
は
一
九
九

〇
年
に
停
止
さ
れ
、
経
営
者
団
体
Ｓ
Ａ
Ｆ
が
政
策
参
加
制
度
を
破
棄
し
、
行

政
委
員
会
か
ら
撤
退
す
る
な
ど
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
モ
デ
ル
は
事
実
上
制
度
的
に

解
体
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

九
一
年
か
ら
九
四
年
に
か
け
て
保
守
中
道
連
立
政
権
が
誕
生
し
た
が
、
選

択
の
自
由
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
を
掲
げ
た
政
策
は
有
効
性
が

な
く
、
マ
ク
ロ
経
済
実
績
は
マ
イ
ナ
ス
成
長
、
失
業
率
八
％
と
い
う
他
の
Ｅ

Ｕ
諸
国
に
も
劣
る
惨
め
な
結
果
と
な
っ
た
。

（
３
）
一
九
九
〇
年
代
の
模
索
と
保
守
党
に
よ
る
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
の
解
体
は
政
治
社
会
の
変
容
を
も
た
ら
す
こ
と

に
つ
な
が
っ
た
。
一
九
四
五
年
か
ら
八
八
年
に
か
け
て
の
総
選
挙
結
果
は
社

民
の
一
三
勝
二
敗
と
一
党
優
位
の
構
造
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
一
年
以
降
の

総
選
挙
は
左
派
ブ
ロ
ッ
ク
三
勝
、
右
派
ブ
ロ
ッ
ク
三
勝
と
勢
力
伯
仲
し
た
二

極
の
多
党
制
を
形
成
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
前
回
の
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で

は
保
守
党
一
〇
七
、
自
由
党
二
四
、
中
央
党
二
三
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
一

九
と
右
派
ブ
ロ
ッ
ク
が
計
一
七
二
議
席
を
獲
得
し
た
の
に
対
し
、
左
派
ブ
ロ

ッ
ク
は
、
社
民
党
一
一
二
、
環
境
党
二
五
、
左
党
一
九
、
計
一
五
七
議
席
に
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と
ど
ま
っ
て
い
る
。（
こ
の
ほ
か
極
右
・
反
移
民
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
民
主
党
が

二
〇
議
席
）
社
民
党
は
議
席
数
こ
そ
相
対
的
第
一
党
を
維
持
し
て
い
る
も
の

の
、
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
は
二
〇
〇
六
年
に
続
い
て
敗
れ
た

（
17
）。

興
味
深
い
の
は
勝
利
し
た
保
守
党
が
「
就
労
促
進
」
を
掲
げ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
従
来
の
新
自
由
主
義
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
と
い
っ

た
整
合
性
の
欠
如
し
た
主
張
を
放
棄
し
、「
若
者
の
就
労
支
援
」
や
「
労
働
の

価
値
」
を
訴
え
選
挙
に
勝
利
し
た
。
社
民
党
は
戦
後
期
の
「
就
労
原
則
」（
ア

ル
ベ
ー
ツ
・
リ
ー
エ
ン
）
を
失
っ
て
お
り
、
保
守
党
が
そ
れ
を
取
り
戻
す
と

い
う
主
張
で
あ
る
。
背
景
と
し
て
は
労
働
市
場
の
外
部
に
二
〇
％
の
現
役
世

代
が
滞
留
し
て
お
り
、
技
能
向
上
や
社
会
参
加
の
た
め
で
は
な
く
失
業
手
当

の
受
給
者
が
増
加
し
て
い
る
だ
け
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
社
民
党
の
ア
ク
テ

ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
異
な
り
、
人
格
形
成
や
社
会
参
加
な
ど
就
労
へ
の
直
接
的

効
果
が
見
ら
れ
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
廃
止
が
進
ん
で
い
る
。「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

に
も
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
が
必
要
だ
」
と
い
う
保
守
の
側
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

に
は
、
従
来
の
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
含
意
の
異
な
る
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
が

見
て
取
れ
る

（
18
）。

こ
う
し
た
保
守
・
中
道
政
権
の
成
功
の
背
景
に
は
、
社
民
党
か
ら
新
た
な

ビ
ジ
ョ
ン
を
打
ち
出
せ
な
い
現
状
へ
の
危
機
感
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

九
一
年
か
ら
九
八
年
に
か
け
て
の
年
金
改
革
は
社
民
・
保
守
の
み
な
ら
ず
ほ

と
ん
ど
の
主
要
政
党
か
ら
な
る
「
非
難
回
避
」
の
政
治
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

帰
結
は
保
険
料
水
準
を
一
八
・
五
％
に
確
定
拠
出
し
た
上
で
運
用
益
を
得
る

と
い
う
新
自
由
主
義
的
要
素
を
加
味
し
た
も
の
だ
っ
た
。
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー

ス
に
敏
感
な
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
ク
ー
ル
・
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
と
呼
ば
れ
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
競
争
力
第
一
位
、
国
際
競
争
力
五
位
な
ど
の
実
績
を
残
し
て
い
る
も
の

の
、
労
働
市
場
の
外
部
に
滞
留
す
る
二
〇
％
の
現
役
世
代
と
い
う
現
実
に
は

「
翼
の
保
障
」
が
機
能
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
九
〇
年
代
に
社
民
党
が
提

起
し
た
レ
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
サ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
政
策
は
形
式
的
な
も
の
に
と
ど

ま
り
、
戦
後
期
の
レ
ー
ン
・
メ
ー
ド
ナ
ー
・
モ
デ
ル
に
比
肩
し
う
る
政
治
経
済

モ
デ
ル
は
、
原
理
的
に
は
提
起
し
得
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
戦
後
期
に
お
け
る
工
業
社

会
の
成
功
モ
デ
ル
と
し
て
の
歴
史
的
制
約
や
固
有
の
文
脈
か
ら
評
価
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
脱
工
業
化
社
会
の
「
新
し
い
社
会

的
リ
ス
ク
」
へ
の
処
方
箋
と
し
て
限
界
が
あ
る
こ
と
は
、「
翼
の
保
障
」
が
及

ば
な
い
現
実
が
示
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
保
守
党
の
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
が
マ
ク

ロ
レ
ベ
ル
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
提
起
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
戦

後
期
の
社
民
党
を
評
価
し
つ
つ
「
就
労
原
則
」
の
回
復
を
掲
げ
る
保
守
党
が

二
度
に
わ
た
っ
て
勝
利
し
て
い
る
選
挙
結
果
は
「
就
労
促
進
型
福
祉
」
の
可

能
性
を
模
索
す
る
上
で
逆
説
的
な
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

結
び
に
か
え
て

筆
者
は
か
つ
て
「
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福
祉
国
家
か
ら
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
主

義
勤
労
福
祉
国
家
（
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
）
へ
の
転
換
」
を
主
題
と
し
て
論
文
を

執
筆
し
た
こ
と
が
あ
る

（
19
）

。
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
や
ボ
ブ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
な
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ど
時
代
の
先
端
を
行
く
理
論
を
紹
介
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
現
実
と
の
乖
離

に
違
和
感
を
覚
え
た
。
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
な
る
概
念
を
図
式
的
に
戦
後
期
の
福

祉
国
家
と
対
置
す
る
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で
理
論
内
在
的
な
印
象

を
受
け
た
の
で
あ
る
。
本
論
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
就
労
促
進
型
福
祉
は
固

有
の
歴
史
的
文
脈
と
社
会
的
内
実
を
持
ち
、
決
し
て
単
純
に
図
式
化
で
き
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
そ
の
対
象
は
社
会
扶
助
受
給

者
の
就
労
忌
避
を
い
か
に
解
消
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
背
景
に
は

「
未
完
に
終
わ
っ
た
制
度
形
成
」「
拠
出
者
と
受
益
者
の
不
一
致
」
な
ど
固
有
の

歴
史
的
文
脈
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
ま
た
逆
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
標

準
的
労
働
者
を
対
象
に
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
た
も
の
の
、
そ

の
成
果
は
戦
後
期
に
お
け
る
良
好
な
実
績
、
工
業
社
会
の
成
功
モ
デ
ル
と
し

て
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
「
新
し
い

社
会
的
リ
ス
ク
」
に
は
必
ず
し
も
成
果
を
挙
げ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
戦
後
期
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
反
ケ
イ
ン
ズ
主
義
を
政
策
体
系
の

中
心
に
お
い
て
い
た
し
、
国
民
皆
保
険
の
成
立
し
て
い
な
い
ア
メ
リ
カ
が
福

祉
国
家
と
み
な
し
う
る
の
か
と
い
う
疑
念
も
あ
る
。
歴
史
的
文
脈
や
社
会
的

内
実
を
精
緻
に
検
討
し
て
み
る
と
、
洗
練
さ
れ
た
図
式
が
い
か
に
多
く
の
も

の
を
捨
象
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
新

し
い
社
会
的
リ
ス
ク
に
は
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
・
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
対
応

と
い
う
単
純
化
さ
れ
た
理
解
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
・
射
程
・
歴
史
的
文
脈

が
厳
し
く
吟
味
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（

20
）

。
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
を
め
ぐ
る
逆

説
は
新
た
な
社
会
政
策
を
構
想
す
る
上
で
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

註（
１
）
ア
メ
リ
カ
の
福
祉
国
家
が
抱
え
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
千
春
、
二
〇
一

〇
『
ア
メ
リ
カ
の
医
療
保
障
』
昭
和
堂
、
渋
谷
博
史
・
中
浜
隆
、
二
〇
一
〇
『
ア
メ

リ
カ
モ
デ
ル
の
福
祉
国
家
Ⅰ
・
Ⅱ
』
昭
和
堂
、
を
参
照．

（
２
）
Ａ
Ｄ
Ｃ
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｃ
の
廃
止
と
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ｆ
の
創
設
に
つ
い
て
は
、K

ent,
R

,

W
eaver,2000,E

nding
W

elfare
asw

e
know

it,W
ashingtonD

.C
.

、B
rookings

Institution
Press.

を
参
照
。

（
３
）
ニ
ク
ソ
ン
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ス
・
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
根
岸
毅
宏
、

二
〇
〇
六
『
ア
メ
リ
カ
の
福
祉
改
革
』
日
本
経
済
評
論
社
、
四
七
―
五
六
頁
を
参
照
。

（
４
）
同
上
書
、
一
〇
五
―
一
三
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
５
）
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
と
の
対
比
で
宮
本
太
郎
は
勤
労
所
得
者
税
額
控
除
を
ベ
ー
シ
ッ

ク
・
イ
ン
カ
ム
と
分
類
し
て
い
る
が
、
就
労
イ
ン
セ
ン
テ
チ
ィ
ブ
を
促
進
す
る
と
い

う
意
味
で
こ
れ
に
は
論
争
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
宮
本
太
郎
、
二
〇
〇
九
、『
生
活

保
障
』
岩
波
新
書
、
一
三
四
―
一
三
五
頁
。

（
６
）
根
岸
毅
宏
、
前
掲
書
、
八
九
―
九
四
頁
。

（
７
）
一
九
九
六
年
の
政
策
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
も
た
ら
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
西

山
隆
行
『
ア
メ
リ
カ
型
福
祉
国
家
と
都
市
政
治
』
二
七
五
―
二
九
四
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
８
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
医
療
保
障
制
度
改
革
の
概
観
と
し
て
は
、T

om
,D

ashele,

2008,C
ritical:W

hatw
e

can
do

abouthealth-care
C

risis,N
ew

Y
ork,T

hom
as

D
unne

B
ooks,pp.45

―103

を
参
照
。
ク
リ
ン
ト
ン
の
医
療
保
険
改
革
に
つ
い
て
は
、

天
野
拓
、
二
〇
〇
九
『
現
代
ア
メ
リ
カ
の
医
療
改
革
と
政
党
政
治
』
ミ
ネ
ル
バ
書
房
、
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一
二
九
―
一
七
七
頁
を
参
照
。

（
９
）
根
岸
毅
宏
、
前
掲
書
、
九
四
―
一
〇
四
頁
参
照
。

（
10
）
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
福
祉
改
革
を
め
ぐ
る
逆
説
に
つ
い
て
は
、
高
橋
善
隆
、
二
〇

一
〇
「
福
祉
政
治
の
理
論
と
ア
メ
リ
カ
の
社
会
的
内
実
―
�
い
ま
あ
る
よ
う
な
福
祉

の
終
焉
�
の
再
検
討
」
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
第
四
五
号
を
参
照
。

（
11
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
の
体
系
的
理
解
に
つ
い
て
は
、
宮
本
太
郎
、
一
九
九
九

『
福
祉
国
家
と
い
う
戦
略
―
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
の
政
治
経
済
学
』
法
律
文
化
社
、

を
参
照
。
た
だ
し
筆
者
の
理
解
は
戦
後
期
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
モ
デ
ル
が
一
九
九
〇

年
に
制
度
的
に
は
解
体
し
た
と
い
う
解
釈
で
あ
り
、
宮
本
氏
と
は
異
な
る
立
場
を
と
る
。

（
12
）
宮
本
太
郎
、
二
〇
〇
八
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
福
祉
国
家
と
労
働
運
動
　
未
完
の
制
度

構
想
」
シ
リ
ー
ズ
比
較
労
働
運
動
研
究
（
一
四
）『
生
活
経
済
政
策
』N

o.140.

を
参

照
。

（
13
）
反
ケ
イ
ン
ズ
主
義
と
し
て
の
レ
ー
ン
・
メ
イ
ド
ナ
ー
・
モ
デ
ル
の
解
釈
に
つ
い
て

は
、
高
橋
善
隆
、
二
〇
〇
〇
「
社
会
民
主
主
義
の
国
家
像
と
第
三
の
道
」
中
央
大
学

社
会
科
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
八
号
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
の
現
代
国
家
』
所
収
、

中
央
大
学
出
版
部
、
を
参
照
。

（
14
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
社
会
的
支
持
基
盤
変
容
に
つ
い
て

は
、
高
橋
善
隆
、
二
〇
〇
一
「
歴
史
的
制
度
論
の
国
家
像
と
そ
の
変
容
―
ス
コ
ッ
チ

ポ
ル
・
フ
ァ
イ
ン
ゴ
ー
ル
ド
『
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
の
国
家
と
政
党
』
を
中
心
に
―
」、

中
央
大
学
社
会
科
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
一
〇
号
『
体
制
擁
護
と
変
革
の
思
想
』
所

収
、
中
央
大
学
出
版
部
、
を
参
照
。

（
15
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
民
党
の
長
期
政
権
を
支
え
た
制
度
的
基
盤
に
つ
い
て
は
、

R
othstein,

B
o,

“M
arxism

and
Institutional

A
nalisis,

:W
orking

C
lass

Strength
and

W
elfarestate

D
evelopm

ent
in

Sw
eden,”

in
H

istory
and

C
ontext

in
C

om
parative

P
ublic

P
olicy,

edited
by

D
ouglas

A
sh

ford,

U
niversity

ofPittsuburg
Press,Pittsuburg

and
London,1992,pp.104-110.

を
参
照
。

（
16
）H

enrekson,N
.J.L

.and
Stym

ne.J.1994,“E
conom

ic
G

row
th

and
Sw

edish

M
odel”

D
iscussion

Paper
N

o.901.C
enter

for
E

conom
ic

Policy
R

esearch.

を
参
照
。

（
17
）
選
挙
結
果
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
博
明
、
二
〇
一
〇
「
二
〇
一
〇
年
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

議
会
選
挙
―
社
会
民
主
党
時
代
の
終
わ
り
？
」『
生
活
経
済
政
策
』
一
六
六
号
を
参
照
。

（
18
）
保
守
党
の
選
挙
戦
略
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
博
明
、
二
〇
〇
九
「
二
〇
〇
六
年
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
議
会
選
挙
と
政
権
交
代
―
「
選
挙
連
合
」
と
中
道
右
派
政
権
の
成
立
―
」

『
選
挙
研
究
』
日
本
選
挙
学
会
年
報
二
五
―
二
、
を
参
照
。

（
19
）
高
橋
善
隆
、
二
〇
〇
〇
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
国
際
競
争
力
」
日
本
比

較
政
治
学
会
年
報
第
二
号
。『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
政
治
学
』
所
収
、
早
稲
田
大
学
出
版

部
。

（
20
）
武
川
昌
吾
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
福
祉
国
家
を
掘
り
崩
す
と
い
う
通
説

に
反
し
て
、
東
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
韓
国
に
福
祉
国
家

の
形
成
を
も
た
ら
し
、
そ
の
政
策
体
系
は
出
発
点
か
ら
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
型
で
あ
っ
た

と
論
じ
て
い
る
。
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
を
軸
と
し
た
比
較
福
祉
国
家
論
は
新
た
な
展
開
を

見
せ
て
い
る
。
武
川
正
吾
、
二
〇
一
〇
「
韓
国
の
福
祉
国
家
形
成
と
福
祉
国
家
の
国

際
比
較
」『
現
代
の
比
較
福
祉
国
家
論
―
東
ア
ジ
ア
発
の
新
し
い
理
論
構
築
に
向
け
て
』

ミ
ネ
ル
バ
書
房
。
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